
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

梶
山
内
科

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

広
島
市
中
区
十
日
市
町
一
︱
二
︱
二
二

つ
ぼ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
泌
尿
器
科
内
科

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
三

三
原
市
港
町
三
丁
目
七
︱
一
二

内
科
・
腎
臓
内
科
　
か
つ
た
に
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
一
四

尾
道
市
栗
原
西
一
丁
目
四
番
一
九
号

か
ね
も
り
婦
人
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

福
山
市
南
本
庄
三
丁
目
二
︱
六

医
療
法
人
　
徹
慈
会
　
東
手
城
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

福
山
市
東
手
城
町
一
︱
三
︱
一
一

医
療
法
人
　
秀
明
会
　
小
池
病
院

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
七

福
山
市
光
南
町
一
丁
目
五
番
二
三
号

友
安
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
字
前
谷
一
三
一
九
番
一

え
だ
ひ
ろ
内
科
成
人
病
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
八

廿
日
市
市
下
平
良
一
丁
目
三
︱
三
六
有
信
廿
日
市
ビ

ル
三
〇
二

八

五

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

三
登
医
院

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

安
芸
郡
坂
町
坂
西
一
丁
目
六
︱
八

高
橋
医
院

〃

福
山
市
沼
隈
町
草
深
四
二
八
︱
一



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

上
野
歯
科
医
院

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

広
島
市
東
区
戸
坂
南
一
︱
一
二
︱
七

石
本
歯
科
医
院

〃

広
島
市
中
区
鉄
砲
町
九
︱
二
四
カ
サ
ヴ
ェ
ル
デ
八
丁

堀
二
Ｆ

ル
ミ
ナ
ス
白
島
通
り
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

広
島
市
中
区
東
白
島
町
二
一
︱
二
一

河
村
歯
科
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
一
八

広
島
市
南
区
京
橋
町
一
番
三
号

き
な
み
小
児
歯
科
・
矯
正
歯
科
医
院

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
二
四

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
駅
前
一
丁
目
一
一
番
一
号

土
本
歯
科
医
院

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

呉
市
伏
原
一
丁
目
三
︱
一
八
Ｔ
ビ
ル
三
Ｆ

斎
藤
歯
科
医
院

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
二
八

尾
道
市
因
島
土
生
町
一
八
九
六
︱
四

矯
正
歯
科
　
森
本

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

三
次
市
畠
敷
町
八
八
〇
︱
三
　
一
Ｆ

八

五

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

い
け
が
み
小
児
歯
科

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
六
五
三
七
番
地
一
一

ゆ
い
矯
正
歯
科

〃

廿
日
市
市
串
戸
二
丁
目
一
七
︱
一

ふ
じ
た
歯
科
医
院

〃

呉
市
音
戸
町
高
須
三
丁
目
八
︱
七
︱
一
二

も
み
じ
歯
科

〃

安
芸
郡
府
中
町
鹿
籠
二
︱
一
三
︱
一
二
ア
ル
バ
府
中

一
〇
一



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

た
か
の
橋
薬
局

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
二
丁
目
四
︱
二
一

ぶ
ん
ぶ
ん
薬
局

〃

広
島
市
南
区
出
汐
一
丁
目
四
番
七
号
Ｓ
Ｕ
Ｎ
︱
Ｓ
Ｈ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
長
岡
一
階
一
〇
一
号

ウ
ォ
ン
ツ
　
段
原
薬
局

〃

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
一
番
二
一
号

キ
ラ
ラ
薬
局
　
船
越
店

〃

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
二
丁
目
一
番
一
〇
号

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

〃

呉
市
和
庄
登
町
一
二
︱
一
九

ウ
ォ
ン
ツ
藤
三
広
薬
局

〃

呉
市
広
本
町
三
丁
目
一
三
番
七
一
号

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

〃

三
原
市
宮
浦
三
丁
目
二
一
︱
八

佐
藤
薬
局

〃

三
原
市
宗
郷
一
丁
目
三
︱
一
八

八

五

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

い
ち
ご
薬
局

令
和
　
　
八
・
　
七
・
　
　
一

福
山
市
光
南
町
一
丁
目
五
番
四
号

と
も
も
り
薬
局

〃

府
中
市
元
町
五
九
一
︱
一

ひ
か
り
薬
局

〃

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
一
三
一
九
︱
二

お
お
の
う
ら
薬
局

〃

廿
日
市
市
丸
石
二
丁
目
一
︱
七
四


